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犯罪被害者等施策の概要（自動車交通局）

○交通事故相談センターが行う法律相談及び示談斡旋事業を支援
○自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争調停業務を支援
○政府保障事業により、ひき逃げ等の被害者に保障金を支給

（財）日弁連交通事故相談センターの法
律相談及び示談斡旋事業に対する補助

自賠責保険に係る自動車事故の損害

賠償の支払いに関する法律相談を行う。
○損害賠償責任者の認定
○損害賠償額の算定
○損害賠償責任の有無、過失の割合

○損害の請求方法 等

自賠責保険に係る自動車事故事案の
示談斡旋を行う。

（財）自賠責保険・共済紛争処理機構
の事業に対する補助

○自賠責保険金の支払いに関し、被害者等
の紛争処理申請に基づき、調停を実施。

○公正中立で、専門的な知識をもつ弁護士
や医師等が支払い内容を審査。

紛争の調停業務
（平成21年度 770件）

政府保障事業による保障金の支給

③事故状況、
請求内容等の検討、
保障金額の決定

①保障金請求

⑦弁済

④保障金額決定
通知

被 害 者

保険会社等

②請求書類、
調査書類

⑥債権管理

⑤保障金支払

加害者等

政府(国土交通省)

ひき逃げ等に遭った被害者に対し、政府が本
来の加害者に代わって直接損害のてん補を
行うもの。

＜参考＞独立行政法人自動車事故対策機構（ＮＡＳＶＡ） http://www.nasva.go.jp/

法律相談
（平成21年度 37,828件）

政府保障事業
（平成21年度 2,230件）

示談斡旋
（平成21年度 2,525件）

重度後遺障害者に対して介護料の支給を行う。

介護料支給制度
（平成21年度末資格者数 4,489人）

自動車事故により保護者が死亡又は重度後遺

障害者となった者の子弟の中学卒業までの児
童を対象とした育成資金の無利子貸付け等を
行う。

生活資金貸付制度
（平成21年度貸付実績 599人）

自動車事故による重度後遺障害者に対し専

門的な治療及び養護を行う療護センター（千葉、
東北、岡山、中部）の運営を行う。また、現在、
設置されている療護センターの空白地域解消
のため、その機能の一部を一般病院に委託し、
療護センターに入院できない重度後遺障害者
の専門的治療、介護の機会の拡充を図った。

療護センターの運営等

自動車事故による被害者等に対し、自動車

事故に関する法律、損害保険及び紛争処理等
に関する各種相談機関の窓口を電話により案
内する。
＜NASVA交通事故被害者ホットライン＞

0570-000738

自動車事故被害者への
情報提供体制の整備

※詳細は、国土交通省作成「交通事故被害者の方々へ」をご覧ください。パンフレットが必要な都道府県・政令指定都市におかれましては、国土交通省自動車交通局保障課（03-5253-8111 内線41-413）までご連絡ください。



犯罪被害者等施策の概要（公営住宅関係）

ＤＶ被害者について、公営住宅への単身入居を可能とする。（平成１７年１２月政令改正済）
なお、他の犯罪被害者等についても、目的外使用による入居を制度化する。（平成１７年１２月ガイドライン策定済）

優先入居優先入居

公営住宅の入居者の選考に際し、事業主体の判断により、犯罪被害者等を優先的に取り扱うこととする。
（平成１７年１２月ガイドライン策定済）

参 考

同居親族要件の緩和等同居親族要件の緩和等

単身入居制度の概要

公営住宅への入居の支援公営住宅への入居の支援

・公営住宅は住宅に困窮する低額所得者に対して供給されるもの
・特に困窮度が高い者について、地方公共団体の判断により、公
営住宅の入居者の選考に際し、優先的に取り扱うことが可能

１ 優先入居の取扱いが適当と考えられる世帯
※ 優先入居の判断は事業主体が決めるが、国として以下のものを参考とし
て示している（通知）。
高齢者世帯／障害者世帯／多子世帯／著しく低所得の世帯／
ホームレス／ＤＶ被害者世帯／犯罪被害者世帯 等

２ 優先入居の実施方法
①募集戸数の中に優先入居の取扱いを行う世帯の戸数枠を設ける方法
②戸数枠を設けずに抽選による当選率を一般の入居希望者より有利に取
り扱う方法

優先入居制度の概要

独立行政法人都市再生機構において、機構賃貸住宅における犯罪被害者等の入居優遇措置について、公営住宅における犯罪
被害者等の受け入れ状況などを注視したうえで、検討していく。なお、犯罪被害者等の住宅を確保するため、公営住宅の管
理主体から、機構賃貸住宅の借り上げ要請があった場合は、柔軟に対応する。

都市再生機構賃貸住宅の活用の検討都市再生機構賃貸住宅の活用の検討


